
令和２年 第９回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  令和２年５月１日（金） 

開会 午前９時００分  閉会 午前９時４０分 

 

２ 場   所  大宮庁舎 ４階 第２・第３会議室 

 

３ 出席委員名  吉岡喜代和  野木三司  久下多賀子  田村浩章  安達京子 

 

４ 説 明 者  教育次長 横島勝則  教育理事 田辺健二  総括指導主事 小石原 敦 

          教育総務課長 溝口容子  学校教育課長 小坂貴寛   

          子ども未来課長 服部智昭  生涯学習理事 引野雅文 

          文化財保護課長 新谷勝行 

 

５ 書   記  教育総務課課長補佐 吉岡祥嗣 

 

 

６  議   事 

(1)  議案第 33号 京丹後市図書館協議会委員の任命について 

(2)  議案第 34号 京丹後市史跡整備検討委員会委員の委嘱について 

(3)  報告第 8号 京丹後市立学校評議員の委嘱について 

(4)  報告第 9号 京丹後市社会教育委員の委嘱について 

【追加議案 議案第35号】 

(5)  議案第 35号 京丹後市たちばな会館条例施行規則の一部改正について 

 

 

７ そ の 他   

 (1) 各課報告 

  ①５月学校行事予定について 

  ②５月保育所・こども園行事予定について 

 

８ 会 議 録  別添のとおり（全６頁） 

 

 

９ 会議録署名 

       別添の会議録は書記が記載したものであり、別添記載の正確であることを認めここに署名

する。 

 

 

 



  

令和２年６月４日 

              教  育  長  吉岡 喜代和 

                

              署 名 委 員  久下 多賀子 
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令和２年 第９回京丹後市教育委員会会議録（詳細）     〈５月１日（金）〉 

 

〔招 集 者〕 京丹後市教育委員会教育長 吉岡喜代和 

〔被招集者〕 野木三司  久下多賀子  田村浩章  安達京子 

〔説 明 者〕 教育次長 横島勝則 教育理事 田辺健二 総括指導主事 小石原 敦 

 教育総務課長 溝口容子  学校教育課長 小坂貴寛 

 子ども未来課長 服部智昭  生涯学習課課長 引野雅文 

 文化財保護課長 新谷勝行 

〔書 記〕 教育総務課長補佐 吉岡祥嗣 

 

<吉岡教育長> 

皆さん、おはようございます。 
ただいまから「令和２年 第９回京丹後市教育委員会定例会」を開催いたします。 
 
先日の４月２６日に市長と市議会議員の選挙があり、結果については承知いただいている

とおりです。市長が現三崎市長から中山氏に変わることになりますし、議員も多く変わりま

す。教育行政は市民の関心も高く、様々なことが出されてくると思いますが、教育行政は市

長部局と一体になって行うものではある一方、一定の良い距離間を保ちながら行う必要があ

ると思っています。 
現状でも、様々な課題を抱える中で、積極的な施策を進めているところであり、市民や子

どもたちのことを一番に考えた取組みが必要だと考えています。 
 
コロナウイルスのため、４月１６日に全国に緊急事態宣言が発出され、京都府は特別警戒

都道府県と位置づけされたとことに伴い、本市では翌１７日に対策本部を行い、学校の休業

を４月２１日から５月６日までとし、所管する公共施設は４月１８日から全て閉鎖していま

す。また、教育委員会では、休業中の登校日を２日行うこととし、本日も登校日となってい

ます。登校日では学習課題の配布、健康観察、生活全般の指導を行っています。この間、教

職員の在宅勤務を３分の２ずつ実施しています。そのような中、４月２８日に府で対策本部

が行われ、府立学校の休業日が５月３１日まで延長されたことから、本市においても厳しい

現状も踏まえ、学校の休業期間を５月３１日まで延長することとし、本日、午後に開催され

ます対策本部で確認することとしています。長期間となり、厳しい対応を続けていくことは

大変ですが、子どもたちや市民の安全を考えてのことであり、やむを得ないと考えていると

ころです。 
また、４月から５月に予定されていた地教委連や連合会の会議等が全て中止や延期になっ
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ています。改めて会議が設定されるものや、教育長会議を開催し、その場で審議し決めさせ

ていただくこともあると思いますので、御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 
 
本日は、「京丹後市図書館協議会委員の任命について」をはじめ２議案に報告議案２件

と、追加議案の審議を１件予定しています。 
また、会議終了後、工事を進めています途中ヶ丘陸上競技場の視察を予定していますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 

<吉岡教育長> 

それでは、令和２年第８回教育委員会（４月定例会）開催後の諸会議、行事等を中心に、

教育長報告をさせていただきます。 
 
 
【教育長活動報告】 

 
 

<吉岡教育長> 

以上です。御質問等ありましたらお願いいたします。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

久下委員を指名しますのでお願いいたします。 

 

それでは、お手元の会議次第にそって議事を進めさせていただきます。 

 

 

<吉岡教育長> 

初めに、会議の非公開についてお諮りします。 

議案第３３号及び議案第３４号の２議案は京丹後市教育委員会会議規則第１６条第１項第

１号の規定により、非公開としてよろしいでしょうか。 

 

 

<全委員> 



3 

異議なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

異議なしということで全員の賛同を得ましたので、議案第３３号及び議案第３４号の２議

案については非公開といたします。 

 

 

（非公開部分省略 議案第３３号及び議案第３４号について承認） 

 

 

<吉岡教育長> 

これより会議を公開とします。 

 

 

<吉岡教育長> 

次に、報告第８号「京丹後市立学校評議員の委嘱について」を議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

 

 

<横島教育次長> 

報告第８号「京丹後市立学校評議員の委嘱について」を説明させていただきます。 

学校評議員については、京丹後市立学校評議員設置規定第５条の規定により、校園長の推

薦を受けて教育委員会が委嘱することとなっていますが、任期が１年となっていますので、

令和２年度の評議員を別紙一覧表のとおり委嘱をするものです。 

評議員の人数は、こども園、学校ごとに５人以内となっています。 

人事案件のため、事前に審議いただくべきものですが、例年、こども園、学校の推薦を受

けて行うものであり、本定例会の報告とさせていただいています。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

 

<吉岡教育長> 

報告第８号を説明させていただきました。 

御質問、御意見等がございましたらお願いします。 

 

 

<全委員> 

なし。 
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<吉岡教育長> 

次に、報告第９号「京丹後市社会教育委員の委嘱について」を議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

 

 

<引野理事兼生涯学習課長> 

報告第９号「京丹後市社会教育委員の委嘱について」を説明させていただきます。 

令和２年度からの社会教育委員の委嘱については、学校関係の委員を除く１２名について、

去る４月定例会で承認をいただいたところですが、このほど、令和２年４月の教職員の異動

に伴い、学校代表の委員について校長会から推薦がありましたので、追加で委嘱するもので

す。 

委嘱する委員は別紙名簿のとおり、弥栄小学校長の安達厚徳氏、島津小学校長の岩田久美

子氏、久美浜中学校長の藤原哲也氏の３名で、任期は令和２年４月１日から令和４年３月３

１日までの２年間です。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

 

<吉岡教育長> 

報告第９号を説明させていただきました。 

御質問、御意見等がございましたらお願いします。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

続きまして、追加議案を１件準備しています。 

議案第３５号「京丹後市たちばな会館条例施行規則の一部改正について」を議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

 

 

<引野理事兼生涯学習課長> 

議案第３５号「京丹後市たちばな会館条例施行規則の一部改正について」を説明させてい

ただきます。 

今回の一部改正は、提案理由に記載のとおり、網野町木津にあります、たちばな会館の図

書室について、近年利用が大幅に減少していることから、本年４月末をもって閉室としたこ

とに伴うものです。 
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資料にはございませんが、閉室に至る経過を説明させていただきます。 

たちばな会館は平成１５年に旧網野町で整備された社会教育施設で、図書室については、

整備当初は、木津・浜詰地域の皆様を中心に、多くの利用がありましたが、近年は少子化、人

口減少、学校再配置等、地域を取り巻く環境の変化などから、大幅に利用が減少し、令和元

年度の年間利用者が３５人ということで、整備当初の年間１,９３７人から、わずか２パーセ

ントにまで利用が落ち込んでいたところです。 

このような状況から、地元木津連合区と図書室のあり方、地元の意向など意見交換を行っ

てきましたが、閉室はやむを得ないとの結論に至ったものです。 

それでは、新旧対照表をご覧ください。第２条の事業、第３条の休館日、第４条の利用時

間、第５条の利用の申請について、それぞれ図書室に関する内容を削除したものに改めてい

ます。 

そして、様式第１号、第２号については、図書室がなくなりまして、今の図書室を会議室

として貸し出すことから、それに対応した様式に改めています。 

最後に、附則ですが、施行期日は５月１日からとしています。 

以上、説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

<吉岡教育長> 

議案第３５号を説明させていただきました。 

御質問、御意見等がございましたらお願いします。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

それではお諮りをいたします。 

議案第３５号「京丹後市たちばな会館条例施行規則の一部改正について」につきまして、

原案どおり承認することに決定してよろしいか。 

 

 

<全委員> 

異議なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

異議なしと認め、承認いたします。 
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<吉岡教育長> 

以上で本日の議事は全て終了いたしました。 

続いて４のその他ということで、何かありましたらお願いしたいと思います。 

 

 

（１）各課報告 

<学校教育課・子ども未来課> 

 ①５月学校行事予定について 

 ②５月保育所・こども園行事予定について 

 

 

<吉岡教育長> 

 全体を通して、何か御質問等がありましたらお願いいたします。 

 

 

<吉岡教育長> 

以上で第９回京丹後市教育委員会定例会を閉会いたします。御苦労様でした。 

 

 

<閉会 午前９時４０分> 

 

〔 ６月定例会 令和２年６月１日（月） 午前９時００分から 〕 


